DSPRT3.1　　技術基準適合認定、設計認証及び技術的条件適合認定業務申込同意書

株式会社ディーエスピーリサーチを甲とし、電気通信事業法第53条に規定する端末機器の技術基準適合認定、第56条第1項に規定する設計についての認証及び端末機器の技術的条件適合認定の申し込み者を乙として、甲と乙とは、以下の約定により技術基準適合認定、設計認証及び技術的条件適合認定業務の申込に関し同意します。

第１条（適用）

本同意書は、乙が甲に申込を行うことにより、甲が乙に対して提供する端末機器の技術基準適合認定、設計についての認証及び端末機器の技術的条件適合認定（以下「認定等」という）の業務に適用するものとします。

第２条（本同意書の有効期限）

本同意書の有効期限は、乙が本同意書に押印またはサインをおこなった日から認定等を行った日までとします。ただし、本同意書第７条に定める秘密の保持に関しては、別途定めるものとします。また、第８条に定める責任制限に関しては、本条の有効期限を適用しないものとします。

第３条（技術基準適合認定等申込書）

1 本同意書と同時に乙が提出する技術基準適合認定等申込書（以下「申込書」という）は、申込を行う端末機器毎に乙が甲に提出するものとし、申込の全部に対して乙が責任を負うものとします。

2 乙が申込書に記載した事項に変更が生じた場合は遅滞なく甲に届出を行うものとします。

第４条（技術基準適合認定等申込書類）

1
乙が申込書と同時に甲に提出する技術基準適合認定等申込書類（以下「申込書類」という）の記載事項は、乙が全ての責任を負うものとします。

2
乙が提出した申込書類に関し、甲がその一部または全部に疑義があると判断した場合は、その旨を乙に通知した上で修正を行った申込書類の提出を求めることが出来るものとします。

第５条（試験結果報告書）

1
乙が申込書類の一部として甲に提出する試験結果報告書の記載内容は、乙が全ての責任を負うものとします。

2
乙が提出した試験結果報告書に関し、甲がその一部または全部に疑義があると判断した場合は、その旨を乙に通知した上で申込機器の提出を受け、甲がその試験を行うことを乙は拒まないものとします。

第６条（審査）


甲は乙が申込書類を添えて提出を行った申込書を受理したときは、甲が別に発行する業務規程に基づき速やかに審査を行うものとします。

第７条（秘密保持）

1 甲は乙が提出する申込書類の内容及び申込に関連する情報等の業務上知り得た乙特有の技術、財務、生産、営業等の内容について、その機密の保持を行う義務を負います。

2 乙は甲の管轄官庁である総務省からの依頼に基づき、申込書類の記載内容を開示する必要が生じた場合には、甲は、乙に事前にその旨を通知し、必要最小限度の範囲内で総務省に開示することができるものとする。
3 申込書類の内容に関する秘密の保持期間は、乙が本同意書に押印またはサインをおこなった日から1年間とします。ただしこの期間を書面通知により延長することを甲は拒まないものとします。

第８条（責任制限）

1 乙が甲に提出した申込書類の記載内容に虚偽の事実があった場合は、甲はその一切の責任を負いません。

2 甲が認定等を行った後、乙が認定等を受けた機器の回路、構成等に変更、追加または削除を行い、甲が認定等の事実と同一ではないと認める場合は、甲はその一切の責任を負いません。

3 甲が認定等を行った際に乙に対して提示した条件を、乙が認定等を受けた機器に反映させなかったことにより起因する不具合に関しては、甲はその一切の責任を負いません。

第９条（管轄裁判所）

本同意書に関する訴訟については、神戸地方裁判所をもって合意の管轄裁判所とします。

第１０条（協議）

本同意書に定めのない事項及び本同意書の各条項に疑義が生じたときは、甲、乙協議し信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとします。本同意書の締結を証して乙が署名（記名）押印した本同意書の原本を申込書に添えて提出するものとします。
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